
越谷市保育入所課公式 Twitter利用規約 

 

（趣旨） 

第１条 本利用規約は、越谷市子ども家庭部保育入所課（以下、当課という。）が運用するＴｗｉｔｔｅｒ（以下、公式Ｔｗｉｔｔ

ｅｒという。）における利用規約を定めます。 

 

（発信主体及び管理者） 

第２条 公式Ｔｗｉｔｔｅｒを活用した情報発信の発信主体は当課とし、運用管理者は当課長とします。 

 

（目的） 

第３条 公式Ｔｗｉｔｔｅｒでは、保育施設等の利用申込に係る情報等を発信することを目的とします。 

 

（対象アカウント） 

第４条 本利用規約の対象とする公式Ｔｗｉｔｔｅｒアカウントは以下のとおりとします。 

     ●アカウント名：koshi_nyusho 

       URL：https://twitter.com/koshi_nyusho 

      名称：越谷市保育入所課 

 

（運用方法） 

第５条 公式Ｔｗｉｔｔｅｒの閲覧等は自由に利用することができますが、その場合は本規約に全て同意したとみなします。

また、公式Ｔｗｉｔｔｅｒでは情報発信のみを行うものとし、他アカウントのフォロー、リツイート及びリプライ等は行ない

ません。 

 

（利用者によるコメント等）/ 

第６条 本市の公式Ｔｗｉｔｔｅｒにおいて、以下のような行為はご遠慮ください。利用者の行為が以下のいずれかに該当

する場合、利用者に対してユーザーアカウントのブロックを行う場合があります。 

 （１）法律、法令等に違反する内容、または違反するおそれがある内容 

 （２)特定の個人・団体等を誹謗中傷又は排斥するもの 

 （３）政治、宗教活動を目的とするもの 

 （４）著作権、商標権、肖像権など市または第三者の知的所有権を侵害するもの 

 （５）広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とするもの 

 （６）人種・思想・信条等の差別または差別を助長させるもの 

 （７）公序良俗に反する内容 

 （８）虚偽や事実と異なる内容及び単なる噂や噂を助長させるもの 

 （９）本人の承諾なく個人情報を特定・開示・漏えいする等プライバシーを害するもの 

 （１０）有害なプログラム等 

 （１１）他の利用者、第三者等になりすますもの 

 （１２）暴力又はわいせつな表現などを含む不適切なもの 

 （１３）市の発信する内容に関係のないもの 

 （１４）その他、運用管理者が不適切と判断した情報及びこれらの内容を含むホームページへのリンク 

 



（個人情報の取り扱い） 

第７条  

（１）コメントの投稿等により公開される個人情報等については、利用者が、ソーシャルメディアが定める利用規約

に基づいて公開を承認したものとみなします。 

（２）本市は、公式Ｔｗｉｔｔｅｒへ投稿された記事に対し、コメントの投稿等をした利用者のアクティビティを監視または

収集は行ないません。 

 

（知的財産権） 

第８条 公式Ｔｗｉｔｔｅｒに掲載している情報に関する知的財産権は当課または原著作者に帰属します。また、内容に

ついて「私的使用のための複製」や「引用」等著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用することがで

きません。著作権法上認められる場合については、転載の対象となる内容を変えず、出所を明記してください。 

 

（免責事項） 

第９条 

 (1)当課は、公式Ｔｗｉｔｔｅｒに掲載した情報の正確性については万全を期しますが、完全性、有用性等を保証するも

のではありません。 

 （2）本市は、利用者が公式Ｔｗｉｔｔｅｒの掲載情報を利用または信用したことにより、利用者または第三者が被った損

害について、いかなる場合でも一切の責任を負いません。 

 （3）本市は、利用者間もしくは利用者と第三者間のトラブルにより、利用者または第三者に生じたいかなる損害に

ついても、一切の責任を負いません。 

 （4）前２号に掲げるものの他、当課は公式Ｔｗｉｔｔｅｒに関連する事項により生じたいかなる損害についても一切の責

任を負いません。 

 （5）本市は、公式Ｔｗｉｔｔｅｒのシステム運用状況、ソフトウェアやアプリケーションの機能、利用方法、技術的な質問

等に関しても、一切回答しません。 

  

（運用方針の周知及び変更等） 

第１０条 この運用方針の内容は本市ホームページに掲載します。また、この運用方針は必要に応じて事前に告知

なく変更する場合があります。 

 

（適用） 

第１１条 この利用規約は、２０２０年９月１日から適用します。 


